
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年度 法学部社会人入学試験（10 月） 

1 時限目 小論文 

試験問題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【問】以下の新聞記事を読んで、「特定生殖補助医療法案」の問題点について要約し、問題点に対するあ

なたの見解を述べなさい。 

 

◆提供者情報 開示「１８歳から」 反発 

 第三者から提供された精子や卵子による不妊治療のルールを定める特定生殖補助医療法案は、先の通

常国会で審議されず廃案となった。子どもの「出自を知る権利」の保障が不十分だとの指摘や、法律婚を

前提とした規定に対する批判もあり、当事者の声を受け止めたルールの練り直しが急務だ。 

 法案は自民、公明、日本維新の会、国民民主の４党が今年２月５日、参院に共同提出していた。 

 柱となる出自を知る権利の保障は、提供時に同意が得られた「身長、血液型、年齢等」の個人を特定し

ない範囲の情報を、子どもが１８歳になった後に開示できるとした。国立成育医療研究センターが情報

を１００年間保存し、提供やあっせんによる利益の授受を禁じた。違反すると罰則があり、海外で提供を

受ける場合にも適用される内容だった。 

 ２月には、この医療で生まれた人の自助グループが記者会見を開き、「子どものための法案ではない」

と憤りをあらわにした。子どもが１８歳になるまで提供者の情報が開示されないことから、提供を受け

た親も反発した。対象は法律婚の夫婦に限られており、同性カップルからは「子どもを持つ道が閉ざされ

る」との批判も出た。 

 

 ■人となり「知りたい」 

 法案を提出した超党派の議員連盟の秋野公造参院議員（公明）は「親が告知する前に子が先に知ってし

まうなど、法律が想定しないことが起こり得る」と、情報開示を１８歳以降にした理由を説明する。職業

や性格など歳月の経過で状況が変わり得る項目も除いたが、「身長、血液型、年齢」の最後に「等」を加

え議論の余地を残したという。 

 医師の加藤英明さん（５１）は医学生時代、実習の血液検査をきっかけに精子提供で生まれたことを知

った。提供者がどんな人か知りたいと捜してきたが、実現していない。「子どもは身長や血液型など記号

のような情報よりも、提供者の人となりやしぐさを知りたい。会えないと意味がなく、法案はその点がく

み取られていなかった」と語る。 

 早稲田大の横野恵准教授（生命倫理）は「法律婚の夫婦に対象を限るなど家族のあり方や子どもの福祉

の考え方が２０年前のままで、現状にそぐわない。廃案に伴い見直しを期待するが、法整備の遅れは避け

なければならない」と強調する。  

第三者からの精子提供が始まった１９４８年当時、提供者は匿名とし、生まれた子に告知しない前提だ

った。厚生労働省の部会は２００３年、生まれた子の「知りたい」という意思を尊重し、法整備を行うべ

きだとする報告書をまとめた。 

 ２０年には、当時の菅義偉首相が不妊治療に公的医療保険を認める方針を掲げた。その後、生殖補助医

療の定義や生まれた子の親子関係を明確にする法律が成立したが、出自を知る権利の議論は先送りされ、

２年をメドに法制化を検討することとした。 

特定生殖補助医療法案は予定より２年遅れて先の国会に提出された。審議の場となる参院内閣委員会

は衆院から送られた日本学術会議法案などを抱え、６月の会期末までに審議できなかった。 
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※著作権処理が済んでおりませんので、
　非公開とします。



 ■法律婚限定 

 ４月には、東京都内の産院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性が起こした訴訟で、東京地裁判決は

生みの親を特定する調査を都に命じ、出自を知る権利については個人の尊重などを定めた憲法１３条が

保障する「法的利益」とした。 

同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は「法の下の平等」などに反するとして、違憲とする高裁判決も

相次いだ。立命館大の二宮周平名誉教授（家族法）は「この医療は家族を形成する一つの方法となってお

り、社会の変化に対応する必要がある」と言う。 

 フランスでは２１年の法改正で出自を知る権利を全面的に認め、同性カップルや独身女性もこの医療

を受けられる。二宮名誉教授は「立法のあり方を見直し、当事者の声をよく聞き、納得ができる法律にす

べきだ」と指摘する。 

  

 ◆趣味、体格、アレルギー・・・ 夫婦に告知支援 医療機関取り組み 

 第三者から提供された精子や卵子による生殖補助医療で生まれた子に、幼いうちから出自を告知する

よう親に推奨する医療機関もある。こうした意識は国内でも徐々に醸成されてきた。 

 はらメディカルクリニック（東京都渋谷区）は非匿名の提供者の精子で体外受精を行っており、月に１

度、希望する夫婦向けの勉強会を開く。鴨下桂子副院長は「出自を知る権利は法整備と告知の両輪で初め

て担保される。子どもが出自を理解するには、出生方法だけではなく提供者がどのような人か知ること

が重要だ」と強調する。 

 妊娠後の夫婦には、提供者の趣味や得意なこと、体の特徴やアレルギーの有無などを子に伝えるため

の「告知支援」を行う。提供者は確保できており、夫婦の９５％は告知に前向きだ。特定生殖補助医療法

案について、鴨下副院長は「法案自体が出自を知る権利の実現を阻む側面があり、これまで通り支援でき

なくなる可能性があった」と言う。 

 ６月には、不妊治療を行う３０医療機関でつくる一般社団法人「ＪＩＳＡＲＴ（ジスアート）」が幼少

期からの告知を法律に盛り込むよう提言した。 

 小学生の時に母親から精子提供で生まれたと告知された関東地方の男性（２３）は「小さい頃に知らさ

れ、自然なものとして受け入れられていた」と、大人になった今、感じている。当事者の集まりに参加す

るようになり、予期せぬタイミングで事実に直面した人の苦悩に向き合った。ただ、男性が母から伝えら

れたのは「医大生」「身長１７０センチ以上」といった情報のみだ。男性は「求める情報を子どもたちが

知ることができる社会であってほしい。出自を知る重要性を理解できる人が提供者になるルールを作る

べきだ」と話す。 

（読売新聞 2025 年 7 月 17 日東京朝刊 11 頁） 
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文章の内容を正確に読み解き、設問について自分の意見を論理的に表現することができる

かが問われています。 

評価の観点として、①記事の内容を正確に理解しているか、②文章の重要なポイント、例え

ば、子どもの出自を知る権利や同性カップルや事実婚カップルの利用が認められないといった

問題点を簡潔にまとめているか、③問題点について、文章の内容を踏まえたうえで自分の意

見を論理的にまとめているか、を中心に審査しました。 

令和 7 年度法学部社会人入学試験（10 月）「小論文」解答例 

 

 



法学部のアドミッションポリシーに基づき、入学後に法学部で学ぶために必要な能力、すな

わち、事実や他者の考えを正確に理解し、それに対して自身の考えを論理的に表現するため

に必要な基礎的な学力や読解力等を備えているかどうかを審査することを意図して出題しま

した。 

令和 7 年度法学部社会人入試（10 月）「小論文」出題の意図 
 

 



合否判定の方法および基準（令和 7 年度法学部社会人入学試験（10 月）） 

 

 

１．合否判定の方法 

   小論文（100 点満点）、 

口頭試問〔専門科目に関する口頭試問を含む〕（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ評価） 

 

 

２．合否判定の基準 

小論文 60 点以上、 

かつ口頭試問〔専門科目に関する口頭試問を含む〕 Ｃ評価以上 

 

 

 

 


